
 

中部地方水供給リスク管理検討会 

設置趣旨 

 
 

中部地方は、我が国の「ものづくり」の拠点として社会経済
を支える重要な地域となっているため、ひとたび大規模災害等

により水供給の停止等が発生すると、中部地方のみならず、我
が国の社会経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある。 
 

 
しかしながら中部地方では、平成６年をはじめ近年も渇水が

頻発しているほか、南海トラフ地震による大規模かつ広範囲な

被害が想定されていること、御嶽山の火山噴火も発生している
ことなど、水供給に影響を与えるリスクを多く抱えている。 
 

 
こうしたリスクへの危惧は、平成 29 年 5 月の国土審議会答

申においても、「地震等の大規模災害、危機的な渇水等の水供

給に影響が大きいリスクに対して、取り組みを強化していく必
要がある」等と指摘されている。 
 

 
以上を踏まえ、中部地方整備局は、管内の各地域における水

供給に影響が大きいリスク要因となる外力やシナリオを検討

し、水供給の停止等がさまざまな地域や利用者に与える影響と
被害の程度を明らかにし、中部地方におけるリスク管理型の水
の安定供給のあり方についてとりまとめを行うため、『中部地

方水供給リスク管理検討会』を設置する。 
 

 

国土審議会答申「リスク管理型の水の安定供給に向けた水資源開発基本計画のあり方について」 

第１回 中部地方水供給リスク管理検討会 
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